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様式（郵送用） 

埼玉県酒類販売事業者等協力支援金 給付申請書 

記入日     年 月 日 

埼 玉 県 知 事 

 

埼玉県酒類販売事業者等協力支援金の給付を受けたいので、別添の書類を添えて次のとおり

申請します。なお、下記に記載した事項については事実と相違ありません。 

 

１ 申請事業者の情報 

【個人事業者の方】 

自宅住所 
〒 

 

フリガナ  

氏 名  

生年月日 （西暦）      年   月   日生 

電話番号  

開業年月日 （西暦）      年   月   日 

 

【中小法人等の方】 

本店所在地 
〒 

 

フリガナ  

法人名  

代表者職名  
フリガナ  

代表者氏名  

代表者生年月日 （西暦）      年   月   日生 

設立年月日 （西暦）      年   月   日 

常時使用する 
従業員数  

資本金の額 
(出資の総額)  

担当者連絡先 

所属  

フリガナ  

氏名  

電話番号  

法人番号(13桁)              

※ 法人番号は、国税庁から指定・通知される 13桁の番号を記載してください。 
※ 申請者の本店所在地が国税庁の法人番号公表サイトで確認できるものと一致しない
場合は、「履歴事項全部証明書」を確認書類としてご提出ください。 
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２ 所有する免許に関する情報 

酒類の製造又は販売にかかる免許の情報を以下に記入してください。 

 

【酒類販売業免許】 

氏名又は名称 販売場名称 販売場の所在地 

   

 

【酒類製造免許】 

製造者名 製造場名称 製造場の所在地 

   

 

 

３ 支払口座振替依頼 

埼玉県から支払われる「埼玉県酒類販売事業者等協力支援金」は下記の口座に口座振替の方

法により振り込んでください。 

（※中小法人等の場合は法人名義の口座、個人事業者の場合は申請者ご本人名義の口座を指

定してください。これ以外の口座への口座振替はできません。） 

 

金融機関名 

           銀行 

           信金・信組 

           農協 

金融機関 

コード 
    

支店名 
           本店 

           支店 
支店コード     

預金種別 □ 普通  □ 当座 
口座番号 

（※） 
       

口座名義 

カタカナ 
 

※ 口座番号は右詰めでご記入ください。 

※ 口座名義・口座番号等の記載誤りが多いのでご注意ください。 

 

  

通帳に記載されている口座名義人カタカナを記載してください。 
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４ 給付申請額 

 以下の計算方法により２０２１年７月の給付申請額を算出します。 

 

（７月の給付額の計算方法） 

【中小法人等の場合】 

(1) ２０２１年７月の売上を２０１９年又は２０２０年の同月の売上を基準として、売

上減少額及び売上減少率を求める。 

(2) 売上減少額から国月次支援金の給付額を控除した計算額を求める。 

(3) 計算額について、以下の金額を上限として県給付額を算出する。 

 ・売上減少率が 15％以上 50％未満の場合は 20万円 

 ・売上減少率が 50％以上 70％未満の場合は酒類協力支援金の対象外 

  （国月次支援金及び埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金の給付対象となる場合

があります。ご確認ください。） 

 ・売上減少率が 70％以上 90％未満の場合は 30万円 

 ・売上減少率が 90％以上の場合は 50万円 

【個人事業者の場合】 

(1) 中小法人等の場合と同様に計算額を求める。 

(2) 計算額について、以下の金額を上限として県給付額を算出する。 

 ・売上減少率が 15％以上 50％未満の場合は 10万円 

 ・売上減少率が 50％以上 70％未満の場合は酒類協力支援金の対象外 

  （国月次支援金及び埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金の給付対象となる場合

があります。ご確認ください。） 

 ・売上減少率が 70％以上 90％未満の場合は 15万円 

 ・売上減少率が 90％以上の場合は 25万円 

 

 

【給付上限額】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小法人等の１か月当たりの上限額 
（個人事業者は半額） 

国月次支援金 20万円 

支
援
金
額 

国･県支援計
20万円 

売上減少率 

50％ 

20万円 

50万円 

県協力支援金 
20万円 

県協力支援金 
30万円 

70万円 

70％ 

△70％以上  
 ＋30万円 

県協力

支援金

20万円 

△90％以上  
 ＋20万円 

15％ 90％ 
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（給付額の計算シート：７月分） 
 

（７月分） 基準とする年にチェック ☐２０１９年  ☐２０２０年  

基準とする年の７月の売上 円（Ａ）  

２０２１年７月の売上 円（Ｂ）  

売上減少額 （Ａ）－（Ｂ） 円（Ｃ）  

売上減少率 （Ｃ）÷（Ａ）×１００ 
（１％未満切り捨て） 

％（Ｄ） 
 

 

売上減少率（Ｄ）は１５％以上ですか？ 
  (15%未満)   

  （給付の対象外です）  

  ０    円  

    

売上減少率（Ｄ）は３０％以上ですか？  

          (15%以上30%未満)  

 事務手続き上、必要となりますので、６月分も同様に記入してください。 

 (６月分) 基準とする年にチェック ☐２０１９年  ☐２０２０年  

 基準とする年の６月の売上  円（Ｅ）  

 ２０２１年６月の売上 円（Ｆ）  

 売上減少額 （Ｅ）－（Ｆ） 円（Ｇ）  

 
売上減少率（Ｇ）÷（Ｅ）×１００ 

（１％未満切り捨て） 
％（Ｈ） 

 

    

売上減少率（Ｄ）は５０％以上ですか？   

                   (30%以上50%未満) 

  売上減少額（Ｃ）の額（転記）  

  円（Ｃ'）  

  
中小法人等の場合：２０万円 
個人事業者の場合：１０万円 

 

    

売上減少率（Ｄ）は７０％以上ですか？  

  (50%以上70%未満)   

  （給付の対象外です）  

  ０    円  

    

売上減少率（Ｄ）は９０％以上ですか？  

(90%以上)   (70%以上90%未満)   

国月次支援金の給付金額及び申請番号※ 

※国月次支援金を受給していることが本協力支援金の給付要件となります 
 

国月次支援金の給付金額及び申請番号※ 

※国月次支援金を受給していることが本協力支援金の給付要件となります 
 

円（Ｉ）   円（Ｉ）  

申請番号：  申請番号：  

（Ｃ）－（Ｉ）の額  （Ｃ）－（Ｉ）の額  

円（Ｊ）  円（Ｊ）  

中小法人等の場合：５０万円 
個人事業者の場合：２５万円 

 
中小法人等の場合：３０万円 
個人事業者の場合：１５万円 

 

    

①と②を比較して、いずれか低い方の額  円（Ｋ） 

（Ｋ）の額の千円未満を切り捨て 
県給付額（７月分） 

             円 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 
① 

② 

はい 

いいえ 

いいえ 

② 

① 

② 

① 

はい 



【申請期限：２０２１年１２月１５日（水）（当日消印有効）】 

（埼玉県酒類販売事業者等協力支援金） 
5 / 7 

 

５ 取引先飲食店等の情報 

 緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域等において、酒類の提供自粛等を伴う飲

食店等と反復継続した取引内容を記入してください。 

※ 基準月における酒類の取引が、月に２回以上ある飲食店等が対象となります。月に多数

の取引がある場合でも２回分の記入で十分です。なお、月に１回の取引のみである場合に

は、その理由を記入してください。 

※ 記載する取引内容が確認できる書類（納品書、領収書等）について、各月１回の取引分

を添付資料として提出してください。 

※ 記載する品名等の内容は、添付書類の内容と一致させてください。また、添付書類の当

該部分が分かるように、マーカー等で印を付けてください。 

※ 飲食店等との取引が間接である場合には、飲食店等との間に経由した全ての事業者等と

の取引内容が確認できる書類について、添付資料として提出してください。 

 

 

（２０１９年７月又は２０２０年７月の取引） 

飲食店等の事業者名 
（法人名又は個人名） 

 

店名  

所在地  

電話番号  

取引内容 （取引１） 

日付 品目 数量 

   
 

（取引２） 

日付 品目 数量 

   
 

月に１回の取引のみ

である場合は、その

理由 
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６ 誓約事項 

 私は、「埼玉県酒類販売事業者等協力支援金」の給付を申請するに当たり、下記の内容につい

て誓約します。 

法人名（法人の場合）                      
 

代表者又は個人事業者の氏名                   

※中小法人等の代表者又は個人事業者が自署してください（記名押印不可）。 

 

 
 

記 

 
 

（ﾁｪｯｸ） 

以下の全ての要件に該当しています。 
①埼玉県内に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者です。 
②酒類販売業者又は酒類製造業者です。 
（酒類販売業免許又は酒類製造業免許を有しています。） 
③２０２１年７月に緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された区域※1

（ただし、埼玉県においては県内全域とする。）において、酒類の提供停止等を伴
う時短営業要請等に応じた飲食店等との直接・間接の取引があることによる影響を
受けています。 

④２０２１年７月の月間売上が２０１９年又は２０２０年の同月と比較して 
 １５％以上減少しています。また、売上が５０％以上減少している場合は国月次
支援金を受給しています。 

⑤２０２１年４月１日時点において事業を行っており、引き続き、県内で事業を継
続する意思があります。 

⑥埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金を重複して申請していません。 
⑦地方公共団体による対象月におけるまん延防止等重点措置等による休業又は時
短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者ではありません。 

⑧国、法人税法別表第１に規定する公共法人ではありません。 
⑨風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）
に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」
を行う事業者ではありません。 

⑩政治団体、宗教上の組織又は団体ではありません。 
⑪埼玉県から検査・報告・是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じま
す。 

⑫酒類協力支援金の申請書及び提出書類の記載内容や給付又は不給付に関する情
報を国及び本店・住所の所在地の自治体に提供することについて同意します。 

 
 

（ﾁｪｯｸ） 

代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律（平成 3年法律第 77号）第２条第２号に規定する暴力団又は反社会的勢力（以下
「暴力団等」という。）に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画してい
ません。 

 
 

（ﾁｪｯｸ） 

申請書類に記載した内容は事実と相違ありません。申請内容に虚偽が判明した場合
は、酒類協力支援金の返還等に応じます。 
※この場合、酒類協力支援金と同額の違約金の支払いを求められることがあります。 

  

相違がないことを確認いただき、□にチェック（✔）を入れてください。 
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提出書類チェックリスト 

 
  ※酒類協力支援金（４、５、６月分）の申請が済んでいる場合は、既に提出していただいた以下の２、３、６の書類を 
      改めて提出していただく必要はありません。 

 チェック 申請書類 

１ □ 

埼玉県酒類販売事業者等協力支援金 給付申請書（本書） 

※誓約事項（6ページ）に代表者の直筆の署名及び確認☑が入っているか 

※申請者の本店所在地が国税庁の法人番号公表サイトで確認できるものと一致しない場合は、履歴事項

全部証明書を提出してください。 

２ □ 

本人確認書類【個人事業者のみ】 

以下のいずれかの書類のコピー又は写真（住所の確認ができるもの） 

運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在

留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉

手帳、住民票及びパスポート、住民票及び各種健康保険証 
 

３ □ 

酒類協力支援金の振込先の金融機関名・コード、支店名・コード、預金種別、口座番号、口座

名義人（カナ）が分かる通帳等のコピー又は写真 
※通帳を開いた１・２ページ目のコピー又は写真を添付してください。 

※紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画像を提出してください。 

４ □ 

売上が確認できる書類のコピー又は写真 

※書類には年月の記載及び合計額にマーカーで印を付ける等の対応を行ってください。 

【基準月】確定申告書類 
（中小法人等の場合）・法人税の確定申告書別表一の控え 

・法人税の事業概況説明書の控え（両面） 

（個人事業者の場合）・所得税の確定申告書第一表の控え 
・所得税青色申告決算書（２枚）（青色申告の場合に限る） 

※確定申告書は基準月が含まれているものが必要です。 
※確定申告書類が申請済みの酒類協力支援金（4､5､6月分）と同一である場合は、改めて提出していただ
く必要はありません。 

※確定申告書第一表の控えには収受印が押印（税務署でe-Taxで申告した場合は、受付日時が印字）され
ていること、自宅からe-Taxで申告した場合は受信通知（メール詳細）の添付が必要です。 

※提出いただく確定申告書の受付日以降に法人の情報が変更されている場合は、法人の履歴事項全部証
明書を併せて提出してください。 

※マイナンバーが記載されている場合は、該当部分を黒塗り等してください。 

【対象月】帳簿書類、売上台帳等 
※基本的な事項（対象月、日付、商品名、販売先、取引金額、合計金額等）が記載されているものを提出
してください。 

※形式の指定はありません。 

 (注)事務手続き上必要となりますので、対象月（7月）の売上減少率が15％以上30％未満の場合は、前

月（6月）の同書類も提出してください。なお、6月の売上減少率が30％以上で酒類協力支援金（6月

分）の申請が済んでいる場合は、改めて提出していただく必要はありません。 
 (注)基準月の確認書類は確定申告書を原則としますが、確定申告書から基準月の売上が確認できない場
合は、対象月と同様の書類をご用意ください。 

５ □ 

酒類の提供停止等を伴う休業・時短営業要請に応じた飲食店等と反復継続した取引をしてい

ることがわかる書類のコピー又は写真 

（例）請求書、納品書、領収書、帳簿書類、取引をしている通帳など 
※添付書類の当該部分が分かるように、マーカー等で印を付けてください。 
※間接取引の場合は、販売する商品が飲食店等に届いていることを確認できるものを提出してください。 
※上記４と重複する書類については提出不要です。 

６ □ 
酒類販売業免許又は酒類製造免許を有することが分かる書類のコピー又は写真 

（例：酒類販売業免許通知書、酒類製造免許通知書、酒類販売業免許資格証明書等） 

７ □ 
【売上が50%以上減少している場合】 

 月次支援金の給付通知書（月次支援金の振込みのお知らせ）のコピー又は写真 

 

 ◆申請書送付先 

〒３３０－０８０２ 

埼玉県さいたま市大宮区宮町 

４－１４８－３ 大宮宮町郵便局留 

埼玉県酒類販売事業者等協力支援金 

             事務局宛 

 

提出前に以下の書類が揃っているか確認の上、□にチェック（✔）を入れてください。 

 

埼玉県のマスコット 
「コバトン」 


